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社会福祉法人　福岡コロニー

新型コロナウイルス感染症に伴う
町からのお知らせ 水巻町役場☎201- 4321

いきいきほーる健康課☎202-3212
社会福祉協議会　　☎202-3700

施  設  名 備 　 考

スポーツ施設
  （屋内・屋外）

町民体育館、体育センター、
武道場、弓道場、各小・中学
校体育館・運動場、総合運動
公園管理棟施設、テニスコ
ート、グランド（猪熊・吉田・総合）

中央公民館、南部公
民館、陶芸室・染工房
図書館・歴史資料館 臨時窓口も閉鎖

いきいきほーる
健康課窓口は通常どおり
社協の相談事業は電話相談のみ

サクラほーる フリースペースは5月10日まで
子育て支援センター 電話相談は受け付けます
ほっとステーション 相談は受け付けます
ICOTTO！MIZUMAKI
  （周遊拠点施設）

※三味は営業時間短縮で営業
※当面の間

公共施設の閉鎖
　5月6日（水・振休）まで閉鎖します。

※今夏の町民プールは安全・安心を考慮し中止します。

小・中学校の入学式延期、休校
●入学式の延期、休校
　小・中学校の入学式を延期しました。ま
た、4 月 7日（火）～ 5月6日（水・振休）の
期間、臨時休校としています。
●入学式の延期後の日程
　▷小学校　5月9日（土）　
　▷中学校　5月8日（金）　
※状況により変更となる場合があります。
●問い合わせ　役場学校教育係

保育所などの対応
　保育所などは感染拡大防止対策のうえ、
4月17日時点で開所していますが、家庭で
の保育が可能な場合、5月6日（水・振休）ま
では、利用を控えてください。期間や対応
方針は変更となる場合があります。
※期間中、一度も登園しない場合も、在

籍資格の取り消しはありません。
●保育料の返還　期間中、登園を自粛し

た場合は、保育料を返還します。
●問い合わせ　役場子育て支援係

水道料金などの支払い猶予
　北九州市上下水道局では、新型コロナ
ウイルス感染症の影響により水道料金等
の支払いが困難な人に対し、支払い期限
の延長・猶予の相談に応じます。
●問い合わせ　北九州上下水道お客さま

センター☎ 582-3610

マリンテラスあしやの利用停止
　5月6日（水・振休）まで、日帰り入浴の 
営業を自粛しています。７日以降の営業 
については問い合わせてください。
●問い合わせ
　マリンテラスあしや☎ 223-1081

一時的な資金の緊急貸付
　福岡県社会福祉協議会では新型コロナ
ウイルス感染症の影響を受け、休業や失
業により生活資金で困っている人に、特例
貸付を実施しています。（３ページに紹介）
●問い合わせ　社会福祉協議会

中小企業・小規模事業者支援
　資金繰りについて、町からセーフティネ
ット保証の認定を受けることで、信用保証
協会の通常の保証限度とは別枠で保証を
利用できます。国・県などの利用可能な
制度の案内しています。
●問い合わせ　役場産業振興係

妊娠中の人にマスクを配布
　町内の妊娠中の人に、毎月、布製マス
ク 2 枚を配布します。
●問い合わせ　いきいきほーる健康課

社協の相談事業
　5月6日（水・振休）までの期間、いきい
きほーるの閉鎖にともない、各種相談事業
については、電話による相談とします。
●問い合わせ　社会福祉協議会

使用済みのマスクなどの捨て方
　感染症に感染した場合などに、使用済
みのマスクやティッシュなどのごみを捨て
る際は、「ごみに直接触れない」「ごみ袋は
しっかりしばって封をする」「ごみを捨てた
後は手を洗う」ことを心がけてください。
●問い合わせ　役場環境係

公園利用
　公園は開放中ですが、「密接場所」「密接
場面」を作らないように留意してください。 
●問い合わせ　役場都市計画係

給付金詐欺に注意
　身に覚えのない商品の送り付けや給付
金詐欺などに注意してください。
●問い合わせ　消費生活センター（役場内）

ＤＶ相談
　ストレスなどで配偶者や交際相手から
の暴力が増えるおそれがあります。「つら
い」と感じたら相談してください。
●問い合わせ　役場地域協働係

新型コロナウイルス感染の疑い
▷平日 8：30-17：15

▷夜間・休日

☎0940-36-6098
宗像・遠賀保健福祉環境事務所

☎092-471-0264
保健所夜間休日緊急連絡番号

納税の猶予
　新型コロナウイルス感染症の影響によ
り、町税を納付できない場合、申請によ
り納付の猶予が認められる場合がありま
す。町税を納期限までに納付できない場
合は、早めに納税係に相談してください。
●問い合わせ　役場納税係

町営住宅、家賃減免と一時提供
　新型コロナウイルス感染症の影響によ
り、収入が著しく減少した人は、家賃の
減免ができる場合があります。また、期
限までに家賃を納付できない場合は、早
めに町営住宅係に相談してください。
　町内に住んでいる人や勤務している人で、
新型コロナウイルス感染症の影響による
業績不振を理由に解雇され、社員寮など
を退去した場合、町営住宅を一時提供し
ます。町営住宅係に相談してください。
●問い合わせ　役場町営住宅係

国保の被保険者資格証明書
　国民健康保険に加入していて、被保険
者証ではなく、被保険者資格証明書を交
付されている人は、保険証と同様に資格
証明書を提示すれば、新型コロナウイルス
感染症に係る PCR 検査について、自己負
担の必要はありません。ただし、初診料・
再診料などは、保険証を提示した時と同
様の金額を支払う必要があります。
●問い合わせ　役場保険年金係

国保の傷病手当金支給
　国民健康保険の被保険者が新型コロナ
ウイルスに感染した場合、または発熱など
の症状があり感染が疑われる場合に、療
養のため労務に服することができなかっ
た期間について、傷病手当金を支給します。
●問い合わせ　役場保険年金係

古着回収の休止
　当面の間、古着の回収を休止します。
古着は自宅で保管してください。
●問い合わせ　役場環境係

個人向けの臨時給付金（仮）
　4 月17日時点で国からの情報がきてお
らず、町ではわからないのが現状です。決
まりしだい広報などでお知らせします。
●問い合わせ　役場生活支援係

「みずまろ体操」を公開
　できたばかりの「みずまろ体操」動画を
町公式ホームページで公開中です。外出
自粛中の運動不足やストレス解消に！
●問い合わせ　役場広報係


